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（次ページ）に記載されているものに限る。



− ２ −

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令　別表第 3

１級 ２級

視 力 障 害

1.	 ①両目の視力がそれぞれ0.03 以下のもの
②一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手
動弁以下のもの
③ゴールドマン型視野計による測定の結
果、両眼のⅠ /4 視標による周辺視野角
度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ /2
視標による両眼中心視野角度が 28 度以
下のもの
④自動視野計による測定の結果、両眼開
放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視
野視認点数が 20点以下のもの

1.	 ①両目の視力がそれぞれ 0.07以下のもの
②一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手
動弁以下のもの
③ゴールドマン型視野計による測定の結
果、両眼のⅠ /4 視標による周辺視野角
度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ /2
視標による両眼中心視野角度が 56 度以
下のもの
④自動視野計による測定の結果、両眼開
放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視
野視認点数が 40点以下のもの

聴 力 障 害
2.	 両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上
のもの

2.	 両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上の
もの

平衡機能障害
3.	 平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃく機能
障 害

4.	 そしゃくの機能を欠くもの

音 声・ 言 語
障 害

5.	 音声又は言語機能に著しい障害を有する
もの

肢
体
不
自
由

上肢

3.	 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.	 両上肢のすべての指を欠くもの
5.	 両上肢のすべての指の機能に著しい障害
を有するもの

6.	 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指
を欠くもの

7.	 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指
の機能に著しい障害を有するもの

8.	 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.	 一上肢のすべての指を欠くもの
10.	一上肢のすべての指の機能に著しい障害
を有するもの

下肢
6.	 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.	 両下肢を足関節以上で欠くもの

11.	両下肢のすべての指を欠くもの
12.	一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.	一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹
8.	 体幹の機能に座っていることができない
程度又は立ち上がることができない程度
の障害を有するもの

14.	体幹の機能に歩くことができない程度の
障害を有するもの

そ の 他

9.	 前各号に掲げるもののほか、身体の機能
の障害又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められ
る状態であって、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの

10.	精神の障害であって、前各号と同程度以
上と認められる程度のもの

11.	身体の機能の障害若しくは病状又は精神
の障害が重複する場合であって、その状
態が前各号と同程度以上と認められる程
度のもの

15.	前各号に掲げるもののほか、身体の機能
の障害又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められ
る状態であって、日常生活が著しい制限
を受けるか、又は日常生活に著しい制限
を加えることを必要とする程度のもの

16.	精神の障害であって、前各号と同程度以
上と認められる程度のもの

17.	身体の機能の障害若しくは病状又は精神
の障害が重複する場合であって、その状
態が前各号と同程度以上と認められる程
度のもの
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前ページの障害の程度に該当する状態であっても、次のような場合は、
手当が支給されません。

住所地の市町村の窓口へ次の書類をそろえて認定請求の手続をしてく
ださい。審査の後、知事から認定についての通知が届きます。



− ４ −

知事の認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給され
ます。
4月・8月・12 月の年 3回、支払月の前月までの分（例えば 4月期は

12 ～ 3 月分）が、受給者本人名義の金融機関口座に振り込まれます。
ただし、12 月期分はその前月に振り込まれます。
振込の日は支払月の11日ですが、11日が土・日や休日に当たる場合は、

順次繰り上がって支払いになります。

	 ☆児童１人当たり月額

1級（重度障害児） 2級（中度障害児）

令和2年4月 52,500円 34,970円

令和3年4月 52,500円 34,970円

令和4年4月 52,400円 34,900円

令和5年4月 53,700円 35,760円

令和6年4月 55,350円 36,860円

令和7年4月 56,800円 37,830円
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※控除後の所得額の計算方法

　年間収入額－必要経費－ 80,000 円（社会保険料共通控除）
　－その他の諸控除（地方税法上の控除）

（注 1）扶養親族が老人 1 人のみの場合は加算なし、扶養親族が 2 人以上い
　　 るときに加算されます。

（注 2）表中の「相当額」は地方税法における当該控除額に相当する額です。
（注 3）法改正により金額が変更になる場合があります。

控　除　の　種　類

70歳以上の同一生計配偶者又は老人
扶養親族1人につき所得制限限度額
に加算

雑 損 控 除

医 療 費 控 除

小規模企業共済等掛金控除

配 偶 者 特 別 控 除

社 会 保 険 料 控 除

障 害 者 控 除

特 別 障 害 者 控 除

寡 婦 控 除

ひ と り 親 控 除

勤 労 学 生 控 除

特定扶養親族又は16歳以上19歳未
満の控除対象扶養親族1人につき所
得制限限度額に加算

地方税法附則第６条第１項に規定す
る肉用牛の売却による事業所得に係
る道府県民税及び市町村民税の課税
の特例

本　　　人

10　万　円

25　万　円

当該免除に係る
所得の額

相　当　額

相　当　額

相　当　額

相　当　額

８　万　円

27　万　円

40　万　円

27　万　円

35　万　円

27　万　円

相　当　額

相　当　額

相　当　額

相　当　額

８　万　円

27　万　円

40　万　円

27　万　円

35　万　円

27　万　円

配　偶　者
扶養義務者

６　万　円
（注1）

−

当該免除に係る
所得の額

所
得
の
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所
　
　
得
　
　
控
　
　
除
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毎年 8月 12 日から 9月 11 日までの間に、住所地の市町村の窓口へ
所得状況や世帯員の状況等を所定の様式で届け出るものです。



− ８ −

◎　有期更新手続に係る取扱いは以下のようになります。

ア．有期の終期までに有期更新手続を行った場合

お子さんの障害の状態によって、手当の認定時に期限が定められ
ていることがあります。これを「有期」といいます。
「有期」が近づくと、文書でお知らせしますので、診断書及び障害
再認定（有期更新）届（以下「診断書等」といいます。）を市町村の
窓口に提出してください。
なお、診断書等の提出が、正当な理由がなく期限を過ぎてしまっ

た場合は、遅延した期間の手当が受けられませんのでご注意くださ
い。

［注意］	 お子さんの障害状況を定期的に確認する有期更新（障
害再認定）は、手当の受給資格に関わる大切な手続で
すので、所得制限により支給停止となる場合を除き、
必ず行わなければなりません。
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イ．有期の終期を過ぎてから有期更新手続を行った場合
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◎これまで、手当の支払いを受けられる方全員に「特別児童扶養手当
証書」を交付していましたが、制度改正により令和６年７月１日よ
り廃止されました。このため、希望する方に対しては、代替として
「特別児童扶養手当受給証明書」※を交付しますので、市町村の窓
口にお申し出ください。

※特別児童扶養手当を「振込」ではなく、郵便局の窓口で「送金受取り」
を希望する場合や新福祉定期預金・ニュー福祉定期貯金を利用する
場合等に必要。詳しくはご利用になる各金融機関で確認して下さい。



千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

令和７年７月

詳しくはお住まいの市町村役場の窓口に
ご相談ください。


